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○本冊子は平成３１年３月２２日から４月５日まで計１０回開催され

た住民懇談会で使用した資料の一部を修正したものです。当日参加

できなかった住民の方向けに配布します。 

○本冊子に関することおよび北海道胆振東部地震の被害によるお困り 

ごとなどは、役場本庁舎１階に設置した総合相談窓口、または下記

担当までお問い合わせください。 

 

お問合せ：総務課災害復興グループ（電話：０１４５-２７-２４８１） 
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-１ 平成３０年北海道胆振東部地震に係る被害状況等について- 

１．地震の概要 

平成30年９月６日午前３時７分、厚真町を震源とするマグニチュード6.7、震度

７を記録する大規模な地震が発生しました。北海道内で震度７を記録したのは観測

史上初めてのことです。 

この地震の発生以降、地震活動が活発となり、厚真町では震度１以上の地震が300

回以上記録され、その内、震度５弱の地震が２回、震度４の地震が17回発生してい

ました。平成31年２月21日午後９時22分には震災以降最大の震度６弱の地震が発生

しました。 

(1)発生日時 
平成 30 年９月６日 

午前３時７分 
平成 31 年２月 21 日 

午後９時 22 分 

(2)震源地 
胆振地方中東部（北緯 42.7 度、東経
142.0 度） 
深さ 37km 

胆振地方中東部（北緯
42.8度、東経 142.0 度） 
深さ 33km 

(3)地震の規模 マグニチュード 6.7 マグニチュード 5.8 

(4)震度
５弱以
上を観
測した
市町村 

７ 厚真町  
６強 安平町、むかわ町  
６弱 札幌市東区、千歳市､日高町､平取町 厚真町 

５強 
札幌市清田区、白石区、手稲区、北区、
苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長
沼町、新ひだか町、新冠町 

安平町、むかわ町 

５弱 

札幌市厚別区、豊平区、西区、函館市、
室蘭市、岩見沢市、登別市、伊達市、北
広島市、石狩市、新篠津村、南幌町、由
仁町、栗山町、白老町 

札幌市北区、札幌市手稲
区、千歳市、長沼町、平
取町 

 

２．被害の状況 

(1)人的被害 

地震に伴う土砂災害や多数の家屋倒壊等により、北海道全体で死者42名（災害

関連死１名含む）、負傷者775名の人的被害が発生しました。 

厚真町では、幌内地区で４名、富里地区で４名、高丘地区で２名、吉野地区で

19名、桜丘地区で１名、朝日地区で２名、幌里地区で４名、合わせて36名の方が

犠牲となりました。 

区分 平成30年９月６日 平成31年２月21日 

死者 
42名（札幌市2、苫小牧市2、厚真町36、むかわ町1、

新ひだか町1） 
 

重傷 
47名（栗山町1、札幌市1、江別市1、北広島市1、

石狩市1、苫小牧市9、安平町7、むかわ町23、
新冠町1、帯広市1、士幌町1） 

 

中等傷 8名（江別市1、日高町2、函館市5）  

軽傷 

727名（三笠市2、芦別市1、由仁町2、札幌市295、
江別市3、千歳市11、恵庭市3、北広島市6、石
狩市1、室蘭市2、苫小牧市15、伊達市1、厚真
町61、安平町10、むかわ町250、日高町34、新
ひだか町4、平取町3、函館市5、帯広市12、本
別町1、幕別町2、音更町1、厚岸町1、猿払村1） 

6名（札幌市1、苫小
牧市3、登別市
1、厚真町1） 
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(2)建物被害 

住家被害については、北海道全体で全壊469棟、半壊1,630棟、一部損壊12,298

棟が判明しています。住家被害の約９割が札幌市、北広島市、厚真町、安平町、

むかわ町の５市町で発生しています。 

厚真町については、９月18日から被害家屋の調査を開始し、住家、非住家合わ

せて4,618棟の調査を終えています。 

また、り災証明書の交付については、９月12日より受付を開始し交付を行なっ

ています。 

①被害認定調査（平成31年3月18日現在） 

・被害調査対象 住家 1,836棟、非住家 2,782棟、合計 4,618棟 

・被害調査件数 4,618棟（進捗率 100％） 

区分 全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 被害なし 合計 

住 家 224 69 249 1,092 202 1,836 

非住家 661 161 500 801 659 2,782 

合計 885 230 749 1,893 861 4.618 

②り災証明書 

・り災証明書（居住分）交付件数  1,387件 

 

 

(3)ライフライン、公共土木施設、農林業被害 

大規模な土砂崩れや路面陥没などで道路が寸断され、厚真町でも道道４路線、

町道25路線が通行止めとなりました。 

また、苫東厚真火力発電所など需給の大半を占める火力発電所などが密集する

エリアでの地震により供給力が不足し、９月６日午前３時８分時点で北海道全域

の約295万戸で停電が発生しました。信号機の機能停止等により車両の運行に支

障が生じたほか、鉄道や空港などの交通機関にも広く運休・欠航等が生じるなど、

甚大な影響をもたらしました。 

断水は、北海道内の44市町村において最大68,249戸の断水が発生しました（不

明及び家屋等損壊地域を除く）。特に、厚真町の富里浄水場は、８月に稼動を開

始した直後でしたが、裏山の大規模な土砂崩れにより浄水場が損壊したほか、配

水管の損傷などで町内全域で断水が発生しました。 

平成31年２月21日の震度６弱の地震では、最大で111戸が断水しました。 

農業被害は、農地への土砂堆積や用水路等の損壊が多数発生しました。特に、

完成を翌年度に控えた国営勇払東部かんがい排水事業厚幌導水路も大きな被害

も受けました。また、水稲や畑作物、ハスカップなどの作物にも被害が生じまし

た。 

林業関係は、林地の大規模土砂崩れにより森林、林道に大きな被害が発生して

います。 
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・被害状況（厚真町） 

区分 被 害 状 況 

道路 

道道は11月13日までに通行止めは解除された。町道は、土砂崩れな

どにより立ち入りが困難な地域の５路線を除き、9月28日までに応急

復旧を完了している。 

区分 通行止め 規制期間 備考 

国道 なし   

高規格道路 路面損傷 9/6～9/8 沼ノ端IC～鵡川IC 

道道 
土砂崩れ等 ４路線 

橋梁損傷  ２路線 

9/6～11/8 

9/6～11/13 
 

町道 土砂崩れ等 25路線 9/6～9/28 未開通5路線 
 

鉄道 

11月18日までに復旧工事が完了し、11月19日から運転が再開され

た。当面は徐行運転で運行されている。 

区分 主な被害状況 運行休止期間 備考 

ＪＲ日高線 

(苫小牧～鵡川) 

軌道変移 

橋梁桁ずれ 
9/6～11/18 

9/13～11/18 代行

バス運行 
 

電気 

土砂崩れなどにより立ち入りが困難な地域を除き、９月８日までに

停電は解消されている。 

停電戸数 停電期間 備考 

全域で停電 9/6～9/8  
 

水道 

富里浄水場が土砂崩れにより破損したため、直近まで使用していた

新町浄水場の再稼働の準備と復旧を行い、９月11日から再稼働、12

日から水道管の漏水調査及び復旧工事を実施し、土砂崩れなどで立ち

入り困難な地区を除き、10月９日までに断水を解消した。 

上厚真地区においては、上厚真浄水場の復旧、送水管・配水管の漏

水調査及び復旧工事を実施し、９月24日までに断水を解消した。 

区分 断水戸数 断水期間 備考 

厚真地区 1,188 9/6～10/9  

上厚真地区 753 9/6～9/24  

合計 1,941   

※平成31年２月21日（震度6弱）による被害状況 

区分 断水戸数 断水期間 備考 

厚真地区 111 2/21～2/23  
 

地域 

情報 

土砂崩れによる光通信ケーブルが断線し、あつまネット及びテレビ

共聴施設が不通となった。土砂崩れなどにより立ち入りが困難な地域

を除き、12月28日までに復旧した。 

区分 被害戸数 不通期間 備考 

あつまネット 29 9/6～12/28  

テレビ共聴施設 62 9/6～12/28  
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区分 被 害 状 況 

農業 

土砂崩れによる農地への土砂の流入、農業機械や倉庫、農業用施設

の損壊などが発生した。 

区分 箇所数等 備考 

農地 94箇所 154.7ha  

農業用施設 69箇所  

農業機械・施設 183戸  

共同利用施設 8箇所  

国営勇払東部地区

かんがい排水事業 

厚真ダム 

頭首工 1箇所 

揚水機 1箇所 

導水路 18.2km 

余水吐、取水施設、法面等 

 

 

 
 

林業 

大規模な山腹崩壊、土砂崩れにより林地、林道の損壊などが発生し

た。 

区分 箇所数 備考 

林道 3路線 国の災害復旧事業対象分 

森林 3,200ha  
 

 

 

３．被害金額 

（平成30年12月17日現在） 

区分 被害金額 備考 

公共土木施設 １８８億円 道路、河川、橋梁、上下水道 

農業関係 １１０億円 農地、農業用施設、共同利用施設 

林業 ４５８億円 林道、森林被害 

その他 ６７億円 商工業、宅地堆積土砂、災害廃棄物等 

合計 ８２３億円  

※ 国、道が実施する事業等は含まない。 

 

 

４．避難所、応急仮設住宅 

避難所については、避難生活の長期化を予測し、大型施設を中心に避難所を開

設しました。 

避難者数は、９月７日には住民の４分の１に当る1,118名の方が避難を余儀な

くされました。その後、電気や水道の復旧や応急仮設住宅の建設に伴い、徐々に

閉鎖し、12月６日には全ての避難所が閉鎖されています。 
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(1)避難所の開設状況 

避難所 9/6 9/7 10/24 11/5 11/7 11/30 12/6 閉鎖日 

福祉センター 493 613 114 38 49 21 0 12/6 

スポーツセンター 82 93 44 33 32 15 0 12/6 

厚真中央小学校 76 139 22 12 0   11/7 

厚真中学校 90 136 14 8 0   11/7 

厚南会館 130 80 0     10/24 

上厚真小学校 23 43 13 0    11/5 

鹿沼マナビィハウス 0 14 7 6 5 0  11/30 

合計 894 1,118 214 97 86 36 0  

 

(2)応急仮設住宅等の入居状況（平成31年3月18日現在） 

区分 世帯 人数 入居開始 備考 

応急仮設住宅 126 284 
第１期：11/1 

第２期：11/30 
 

みなし仮設住宅 18 30 9/27  

公営住宅 26 62 9/8  

トレーラーハウス 11 24 12/27  

合計 181 399   

 

 

５．人的支援等の状況 

(1)各関係機関からの人的支援状況（平成30年12月28日現在） 

区分 延べ人数 支援内容 

国 880 国交省、気象台、タイムライン 

北海道 6,480 リエゾン、り災証明書交付支援、避難所運営支援 

市町村 1,530 環境業務、物資、水道応急、土木・下水道技術支援 

東北６県 1,337 り災証明書交付支援、避難所運営支援 

自衛隊 14,359 人命救助、道路啓開、給水、給食、入浴、輸送 

警察 750 人命救助、警戒活動 

消防 500 人命救助、警戒活動 

合計 25,836  

 

(2)災害ボランティア 

厚真町社会福祉協議会が９月７日に災害ボランティアセンターを設置し、９月

10日からボランティアの募集・活動を開始しています。 

（平成31年3月18日現在） 

区分 延べ人数 活動期間 備考 

災害ボランティア 4,770 9/10～  
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災害復旧事業等の工程表 

項目 番号 事業概要 H30（2018）年度 
H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33(2021)

年度以降 

工事完了 

予定 
所管課 

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 

 

道路・河

川・橋梁・

上下水道

の復旧 

1 

○被災した町道や町管理河川、

橋梁の復旧 

・「公共土木施設災害復旧事

業」（国）による復旧事業 

町道 106箇所 40億円 

河川  42箇所 58億円 

橋梁   2箇所  1億円 

         

 2021．3 建設課 

2 

○被災した道道や道管理河川、

橋梁の復旧 

・「公共土木施設災害復旧事

業」（国）による復旧事業 

道道58箇所、河川12箇所 

橋梁8箇所 

         

 2021．3 建設課 

3 

○富里浄水場の復旧 

・「災害関連緊急事業（急傾斜

地崩壊対策事業）」（国）によ

る斜面対策工事 

・「水道施設災害復旧事業」

（国）による富里浄水場等の

復旧  15億円 

         

 

2020．3 

 

 

 

2020．11 

建設課 

4 

○下水道施設の復旧 

・「公共土木施設災害復旧事

業」（国）による下水道施設の

災害復旧 4箇所 5億円 

         

 2020．3 建設課 

町道・橋梁復旧工事（事業主体：町） 
応急対応 
災害査定 

町管理河川復旧工事（事業主体：町） 
応急対応 
災害査定 

道管理河川復旧工事（事業主体：北海道） 
応急対応 
調査設計 

道々幌内早来停車場線・千歳鵡川停車場線・平取厚真線復旧工事 
厚真新橋・上厚真大橋等橋梁復旧工事（事業主体：北海道） 

応急対応 
調査設計 

工事用道路・残留土塊除去斜面 
対策工事（事業主体：北海道） 

富里浄水場復旧工事（事業主体：町） 

応急対応 
調査設計 

応急対応 
災害査定 

厚真浄化センター等 
復旧工事（事業主体：町） 

応急対応 
災害査定 
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項目 番号 事業概要 H30（2018）年度 
H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33(2021)

年度以降 

工事完了 

予定 
所管課 

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 

 

農地・農

業用施設

の復旧 

5 

○被災した農地・農業用施設等

の復旧 

・「農地・農業用施設災害復旧

事業」等（国）による農地や用

水路等の復旧事業 

農地   154.7ha 14億円 

農業施設 69箇所 9億円 

・勇払東部地区国営かんがい

排水事業災害復旧 

厚真ダム、頭首工、導水路

18.2km、事業費 410億円 

         

 

 

 

2021．3 

 

 

 

 

 

2024．3 

産業経済課 

6 

○農業経営の維持・営農再開に

向けた支援 

・「被災農業向け経営体育成

支援事業」等（国）による被災

した農業用施設・機械の復旧

支援、営農再開に係る資材

費等の支援 

183戸 54億円 

・「鳥獣被害防止総合対策交

付金」（国）の活用によるエゾ

シカ侵入防止柵の復旧 

46km 7千万円 

・「農業共同利用施設災害復

旧事業」（国）を活用した共同

利用施設の復旧 

8施設 7億円 

         

 

 

2020．3 

 

 

 

 

 

 

2019．8 

 

 

2020．3 

産業経済課 

農地・農業用施設災害復旧工事（事業主体：北海道） 

農地・農業用施設災害復旧工事（事業主体：町・土地改良区） 

応急対応 
災害査定 

勇払東部地区国営かんがい排水事業災害復旧工事（事業主体：国） 調査設計 

エゾシカ侵入
防止柵復旧
（事業主体：
協議会） 

調査 
申請 

産地緊急支援事業 
（事業主体：ＪＡ） 

要望調査 
補助申請 

被災者向け経営体育成 
支援事業（事業主体：町） 

要望調査 
補助申請 

農業共同利用施設災害 
復旧事業（事業主体：ＪＡ） 

調査 
補助申請 
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項目 番号 事業概要 H30（2018）年度 
H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33(2021)

年度以降 

工事完了 

予定 
所管課 

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 

 

森林・林

業被害の

復旧 
7 

○林道等の復旧 

・「林道施設災害復旧事業」

（国）による林道の復旧 

 3路線 12億円 

 ・既存の補助事業等を活用した

林道等の復旧 

         

 

2022．3 

 

 

随時 

産業経済課 

８ 

○治山事業等 

・「災害復旧事業」等（国）によ

る治山施設、道有林の林道

復旧 

  治山 45箇所、林道 1路線 

         

 2022．3 産業経済課 

 

砂防 

９ 

○砂防、急傾斜地崩壊対策 

・「災害関連緊急事業（砂防・

急傾斜地崩壊対策）」による

砂防、斜面対策工事の実施 

直轄砂防 4箇所 

砂防・急傾斜地 12箇所 

         

 

2021．3 

 

 

2020．3 

建設課 

 

仮設住宅 

10 

○応急仮設住宅の供与 

・災害救助法による応急救助

として、住居を失った方々へ

の当面の住まいの確保 

  応急仮設住宅等入居者数 

 181帯 399人 

・応急仮設等入居者に対する

入居者支援の実施 

・生活必需品、家電等の提供 

         

 

 

2020．12 

 

 

 

 

2019．3 

町民福祉課 

建設課 

林道災害復旧工事（事業主体：町） 
応急対応 
災害査定 

林道等復旧整備 
応急対応 
調査 

治山事業工事等（事業主体：北海道） 
応急対応 
災害査定 

直轄砂防工事（幌内・東和・桜丘・幌里地区） 
（事業主体：国） 

応急対応 
調査 

砂防・急傾斜地崩壊対策 
工事（事業主体：北海道） 

応急対応 
調査 

仮設住宅の管理運営・入居者支援 仮設住 
宅建設 

みなし仮設住宅の管理運営・入居者支援 

生活必需品・
家電等の提供 
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項目 番号 事業概要 H30（2018）年度 
H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33(2021)

年度以降 

工事完了 

予定 
所管課 

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 

 

住まいの

再建 

11 

○住宅の応急修理 

・住宅の応急修理 

修理限度額 584千円 

         

 2020．3 建設課 

12 

○住宅の公費解体 

・「災害等廃棄物処理事業」

（国）による被災家屋等の解

体・撤去、災害廃棄物の処理 

被災家屋等の公費解体（370

棟）、災害廃棄物処理 23億円 

住家被害： 

全壊 224棟、大規模半壊 69棟、 

半壊 249棟、一部損壊 1,092棟 

         

 2020．3 
町民福祉課 

建設課 

13 

○宅地堆積土砂 

・「堆積土砂排除事業」（国）に

よる宅地堆積土砂の排除 

堆積土砂23.1万㎥ 15億円 

         

 2021．3 建設課 

14 

○住宅の自力再建支援 

・住宅再建融資、リバースモー

ゲージ融資に対する利子補給 

・住宅基礎の傾斜復旧工事に

対する助成 

         

 2022．3 建設課 

15 

○災害公営住宅の整備 

・「災害公営住宅整備事業」

（国）による公営住宅の整備 

         

 2020．12 建設課 

16 

○住宅地の整備 

・「住環境整備事業、防災集団

移転促進事業」（国）等による

住宅再建支援 

         

 2021．3 
まちづくり推

進課 

家屋等の公費解体 
災害廃棄物処理 公費解体受付 

堆積土砂排除事業（事業主体：町） 調査 
災害査定 

住宅再建融資・リバースモーゲージ融資利子補給 
住宅復旧支援事業 調査 

災害公営住宅の整備 調査・計画 

防災集団移転促進事業 
小規模住宅地区改良事業 調査・計画 

住宅の応急修理 
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-２ 住宅再建支援の取組- 
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生活再建に向けた支援ガイドブック 別冊 住まい再建編（一部修正） 
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生活再建に向けた支援ガイドブック 別冊 住まい再建編 



 

- 18 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-３ 厚真町復旧・復興計画策定方針- 

の取組- 
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終   了 
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-４ 厚真町タイムライン（防災行動計画）について- 

 

 

１ タイムラインとは 

災害の発生を前提として、防災関係機関が連携して災害の発生を予め想定し「い

つ」、「誰が」、「何をする」か防災対応行動について時系列で整理した計画のことを

いいます。 

 

●タイムラインの一例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ タイムライン策定の経緯 

厚真町では、昨年の胆振東部地震の影響に加え台風・降雨等の影響により、更な

る土砂災害の危険性、河川の氾濫等の可能性があったため、専門家、国・道の機関、

気象台、消防、警察、自衛隊等の関係機関を集め、タイムラインを策定し、住民の

命を守ることを第一義に、関係機関それぞれが役割を機能的かつ効果的・効率的に、

安全な避難対応等の活動ができるよう検討を重ねてきました。 

これにより、判断が難しかった避難勧告等発令の時期、避難の対応・要領等が、

関係機関の共通認識のもとできることにより、相互に連携した防災活動ができるよ

うになりました。 
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３ 避難勧告等発令の基準（試行運用中） 

(1) 土砂災害 

 

 

 

 

 

 

(2) 洪水災害 

 

４ 今後のタイムラインの取組み 

現在は、厚真町としてのタイムラインを策定し、試行運用中ですが、今後は自治

会が主体となって策定する「コミュニティタイムライン」を「地区防災計画」と併

せて作成していきたいと考えています。これにより、各地区の特性に応じ、より具

体化された避難計画等が作成できます。 

当初は、災害リスクの種類（土砂災害、洪水災害、津波災害等）に応じたモデル

地区を３～４地区選定・作成し、逐次普及・拡充していく予定です。 

タイムラインは行政が避難勧告等を事前に行うことに着目しているのに対して、

コミュニティタイムラインは、住民の皆さん自らが安全に避難行動をできるように

することが第一の目的です。 

 

５ 避難の心がけ 

(1)避難勧告等が発令された場合には、努めて早めの避難を心がけるようお願い致

します。 

(2)土砂災害危険区域に居住又は同区域に住居等をお持ちで仮設住宅等にお住まい

の方で日中、自宅に戻られる方は必要最小限とし、夜間は仮設住宅等にて過ごし

ていただくようお願い致します。 


